
厚木市客引き行為等防止条例の一部改正の骨子に対する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和７年９月１日（月曜日）から令和７年 10 月１日（水曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  16 人 

(2) 意見の件数       18 件 

(3) 案に反映した意見の数   ０件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

１ 取締りや規制の強化について 

１ 

治安悪化は間違いなく起こ

っており、夜、子どもを連れて

歩く事ができません。特に一

番街、駅前、ミロード 2 裏は最

悪です。近くにははとぽっぽ

公園や塾があるにも関わら

ず、あまりに危険です。必要悪

かもしれませんが、提示され

ている条例案では、何も変わ

らないと思います。今は立ち

塞がるよりも、ちょっと離れ

た距離から静かに声をかけま

す。これが何人も続くとなる

と、歩いていて嫌になります

し、その通りを避ける人が多

くなり、より治安が悪化する。

客引き条例ではなく、治安維

持条例レベルで罰則も 5 万円

程度なら痛くもないです。こ

のままだと海老名市に置いて

いかれ、より厚木市が衰退す

るくらいの危機感が必要かと

考えます。 

 

本条例は、行為者や事業者

を罰すること自体が目的では

なく、違反行為に対する抑止

力を高めるとともに、事業者

としての監督責任を認識させ

ることにより、市民の皆様が

公共の場所を安心して安全に

利用できる生活環境の確保を

図ることを目的としていま

す。本市では、違反行為を繰り

返す行為者や事業者に対する

罰則として、過料の規定を設

けています。 

過料の金額については、地

方自治法（第 14 条第３項）に

「普通地方公共団体は、その

条例中に、条例に違反した者

に対し、５万円以下の過料を

科する旨の規定を設けること

ができる。」と規定されてお

り、本条例の遵守を促すため、

上限である５万円以下と規定

し、実際の運用では５万円の

過料を科しています。 

 



今回の条例改正では規制対

象業種の拡大や客引き行為等

を用いた営業の禁止など規制

を強化するとともに、引き続

き、厚木警察署と合同パトロ

ールを行うなど連携を強化

し、市民の皆様が安心して安

全に利用できる生活環境の確

保に努めます。 

２ 

駅からかかりつけクリニッ

クがある通りは、夜になると

黒服がたくさん立っていて 

怖いと子供たちも話していま

す 厚木は、環境が悪すぎて

安心して住める所では、無い

のでは、と言われたことがあ

ります。取り締まって欲しい

です 

本市では、客引き行為等防

止対策として、日曜・祝日を除

く午後５時から午後 11 時ま

で、客引き行為等指導員によ

る本厚木駅周辺のパトロール

や駐留警戒を行っています。 

客引き行為等指導員は、専

用の防犯ベストを着用しての

パトロールによる「見せる警

戒」のほか、私服姿でのパトロ

ールによる「指導に重点を置

いた活動」を併せて実施する

ことで、客引き行為等の効果

的な指導に取り組んでいま

す。 

また、パトロール中に条例

に違反する禁止行為を認知し

た場合には、違反した者や事

業者に対して指導・勧告を行

い、それでも従わない場合に

は過料を徴するなど取締りを

強化しているところです。 

しかしながら、客引き行為

等は平成25年のピーク時と比

較すると大幅に減少したもの

の、根本的な解決に至ってい

ないのが実情です。 

そこで、今回の条例改正に

よって規制対象業種の拡大や

 

３ 

見廻りを実施していますが

客引きは相変わらずあります

…安心してストレスのない帰

路を望みます 

 

４ 

未成年や女性、高齢者が安

心して歩ける様に見回りや警

察の取り締まりを厳しくして

欲しい。 

 

５ 

本厚木駅周辺に、客引きと

みられる若者が多すぎです。

駅前及び、一番街入口等客引

きらしき若者がたむろして、

煙草は吸うは無法地帯です。

地元以外から来た人にとって

も異様な光景のようです。何

とか、取り締まれる方法は無

いのでしょうか？厚木が、治

安の悪い街と思われます。 

 



６ 

そんな条例があったとは知

らなかったです！というくら

い、客引きは存在します。断っ

ても断ってもしつこく付いて

きます。こんなに客引きの多

い街も珍しいです。オトリ捜

査をして全部しょっぴいたら

良いと思います。TV で警察 24

時とかで、歌舞伎町などでや

ってますよね。あの方法で、罰

金取りまくったら無くなるの

ではないでしょうか！ 

客引き行為等を用いた営業の

禁止など規制を強化するとと

もに、引き続き、厚木警察署と

合同パトロールを行うなど連

携を強化し、市民の皆様が安

心して安全に利用できる生活

環境の確保に努めます。 

（№２～№９回答） 

 

７ 

引き続き客引きの取締り強

化をしてほしい！駅前に夜に

なると悪質な客引きがいるの

でパトロール強化を継続して

ほしい！厚木市警察と一緒

に！ 

 

８ 

一番街に住む者です。通勤

や買い物で日常的に通行しま

すが、人数が多く邪魔で真っ

直ぐに歩けません。2 人以上で

いると会話中にも関わらず割

って入って声をかけてきま

す。たばこを吸っている人も

いて受動喫煙も火災も心配で

す。治安が悪い印象で持ち家

の資産価値も下がりそうです

し、友人に嫌な思いをさせた

くないのでお招きすることも

できません。客引きがいなく

なることを切に願います。 

 

９ 

客引きは、厚木市の環境を

汚染しています。客引きが出

来ない環境造りと法整備を希

望します。 

 



10 

駅前などの客引きは風俗だ

けでなく、居酒屋やカラオケ

などでも横行しており、通行

の妨害だけでなく断る際に怖

さも感じる。また、カラオケは

学生へも声かけしているので

大人として心配になる。街自

体の印象や治安の悪化にも繋

がるので、全面禁止、取り締ま

りをして欲しい。 

現行条例では、キャバクラ、

性風俗店等の指定営業に係る

客引き行為等を規制していま

す。 

今回の条例改正により、指

定営業に含まれていない居酒

屋やカラオケ店等の業種を対

象に加えるなど、規制を強化

します。 

 

11 

「声かけ」行為を行った時

点で罰則の対象とし、「過料」

だけではなく厚木警察と協力

し条例違反として「現行犯逮

捕」の実施 

本条例は、行為者や事業者

を罰すること自体が目的では

なく、違反行為に対する抑止

力を高めるとともに、事業者

としての監督責任を認識させ

ることにより、市民の皆様が

公共の場所を安心して安全に

利用できる生活環境の確保を

図ることを目的としていま

す。 

引き続き、厚木警察署と合

同パトロールを行うなど連携

を強化してまいります。 

 

12 

「指導員」の権限強化と「覆

面警官」の投入 

今回の条例改正により、客引

き行為等に関し、当該事業者の

店舗その他事業に関係のある

場所に立ち入り、帳簿、書類そ

の他の物件を調査する権限を

指定する職員に与えます。 

また、質問に答えない場合

や立入調査を拒む場合などに

は過料を適用します。 

引き続き、厚木警察署と合

同パトロールを行うなど連携

を強化してまいります。 

 



13 

同じ人の再犯は厳罰規定を

設けて欲しい。 

違反行為を繰り返す行為者

や事業者には、過料や公表と

いった措置を講じてまいりま

す。  

14 

検挙が一定回数達した事業

者の営業停止処分 

 

15 

ほとんど無視するからあま

り問題とは思っていません

が、嫌だと感じる人もいると

思います。客引きで生活して

いる人にはマイナスかも知れ

ませんが改正には反対しませ

ん。あれはあれで街の活気に

繋がる、と言う意見もあるの

ではとも思われます。区域を

限定、時間を限定してやるこ

とも考える必要かも知れませ

んが。 

本条例は、市民の皆様から

寄せられた要望・意見を基

に、規制する業種、地区、行

為を限定して規制を行ってお

り、営業活動への影響は最小

限にとどめているものと認識

しています。 

また、本厚木駅周辺を客引

き行為等防止特定地区として

指定し、重点的に対策を行っ

ています。 

 



２ 街の活性化、防犯対策について 

16 

今回の条例改正案では指定

営業の拡大、客引き行為の禁

止、立ち入り調査権限の付

与、罰則の強化など規制強化

の方向となっているものと思

います。客引きが行われる原

因を考えると、コロナ禍を経

てライフスタイルの変化によ

りこうした事業を営む方々の

経営が厳しいことが想像され

ます。適切な経営を促し、安

心して利用できる環境をつく

るための支援を行うことも必

要な視点ではないかと考えま

す。厚木は接待等含めた『夜

の文化』がありますが、今

後、どのようなまちを構想し

ていくか考える中で、健全に

安心して楽しめるまちとして

いくことは他のまちから比較

した優位性にもなり得るので

はないかと考えられます。条

例に何らかの文言を盛り込め

ないか、ご検討のほどお願い

致します。 

本条例では、客引き行為等

の禁止、それらに対する指

導、罰則の適用などについて

規定しています。 

法令を遵守して事業を営ん

でいる方々の営業の自由や街

の活性化に十分に配慮しなが

ら、市民の皆様が安心して安

全に利用できる生活環境の確

保に努めてまいります。 

 



17 

厚木一番街などにも客引き

の方がいらっしゃいますが、

区分等は見てわからないの

と、その方達がいなくなると

人通りしかなくかえって怖い

道になると思う。声をかけら

れても鬱陶しいだけで、断れ

ばいいだけの話で、人目のな

いところでの犯罪の方が悪質

で怖いと思うので、現状のま

までいいと思います。余り

に、悪質なお店はお店側に注

意スタッフ教育を行う指示を

だしていったらよいと思いま

す。客引きはなくならず、陰

湿になるだけだとおもうので 

本条例は、市民の皆様から

寄せられた要望・意見を基

に、平成 26 年４月１日から

施行しています。 

本改正についても、そうし

た要望・意見を基に、業種、

地区、行為を限定して規制を

強化することとしました。 
 

３ その他 

18 

昔と比べて客引きもなくな

ってきて！夜街歩いていても

そんな声かけられなくなっ

た！ 

本市では、平成 26 年４月

１日から厚木市客引き行為等

防止本条例を施行し、客引き

行為等指導員によるパトロー

ルや駐留警戒を行うととも

に、地元自治会、商店街の

方々及び厚木警察署の協力を

得て、環境浄化パトロール等

の取組を行ってまいりまし

た。 

その結果、客引き行為等

は、平成 25 年のピーク時と

比較すると大幅に減少しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ その他意見（対象外：４件） 

  厚木市市民参加条例第 10 条に規定するパブリックコメント手続として御意見を 

いただきましたが、次のいずれかに該当するため、本パブリックコメント手続の 

対象外となった意見について公表いたします。 

〇 厚木市市民参加条例施行規則第４条第１項に規定する提出方法との相違 

〇 厚木市市民参加条例施行規則第４条第２項に規定する項目の不備 

〇 自治基本条例第３条第１号に該当しないもの 

 

№ その他意見の概要 対象外の理由 

1 

・

２ 

罰金が低すぎる（２件） 厚木市市民参加条例施行規則第４

条第２項に規定する項目の不備 

３ 

 パトロールは税金で運営させている

と思いますが、何ら役立っていない、

もう少し警察と連携し対応を 

厚木市市民参加条例施行規則第４

条第２項に規定する項目の不備 

４ 

一番街、駅前で前掛けをした若い人

が、客引きをしています。一番街、駅

前は厚木市の顔と思われる場所です。

市内の人、市街から来た人に対してマ

イナスイメージをもたらす為、速やか

に条例を制定して下さい。過料、営業

停止など厳しい罰則を定める事に加

え、実際に罰則を科し排除をお願い致

します。 

厚木市市民参加条例施行規則第４

条第１項に規定する提出方法との相

違 

 

５ お問合せ先 

(1) 担当課名 くらし交通安全課 

(2) 連絡先  046-225-2148 

 

６ 結果公開日 

令和７年 11 月 14 日 公開 



厚木市客引き行為等防止条例の一部改正の骨子 

 

１ 趣旨 

  平成 26年４月１日に施行された厚木市客引き行為等防止条例（以下「現行条例」

という。）は、指定するキャバクラ、性風俗店等の業種（以下「指定営業」という。）

に係る客引き行為、その従業員となるよう勧誘するスカウト行為などの行為（以下

「客引き行為等」という。）を規制し、また、それらの行為を繰り返す違反者及び事

業者には行政罰を設けており、客引き行為等指導員による警戒・指導を積極的に推

進することにより、一定の成果を挙げてきました。 

  一方、近年、指定営業に含まれていない居酒屋、カラオケ店などの業種の従業員

が主に本厚木駅北口付近や一番街において客引き行為等を活発に行うようになり、

それについて市民の方から「毎回声を掛けられて迷惑している。」「通行の邪魔だし、

怖い。」「取り締まって、排除してほしい。」といった要望・苦情が数多く届くように

なりました。 

  現行条例の規制では、指定営業以外の業種による客引き行為等は、拒絶の意思を

示している通行人に対して執ように進路に立ちふさがるなどの行為をした場合で

なければ取り締まることができず、市民からの声を基に口頭注意を与えてはいるも

のの、根本的な解決を図るに至っていないのが実情です。 

  そこで、市民の皆様が安心して歩ける本厚木駅周辺の環境を実現するため、現行

条例の一部改正を行うものです。 

 

２ 改正概要 

 (1) 指定営業の拡大 

   次に掲げる営業を、指定営業に追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 酒類提供飲食店 

飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業

（営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを 

除く。） 

 

※ 「営業の常態として」とは、営業時間中常に 

  という意味です。 

   「通常主食と認められる食事」とは、米飯類、 

  パン類、麺類など社会通念上主食と認められる 

食事をいいます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 客引き行為等を用いた営業の禁止（事業者への規制強化） 

   事業者は、客引き行為等をした者又は当該行為に関係のある者から紹介を受け

て、当該行為を受けた者を客として当該事業者の店舗に立ち入らせてはならない

ものとします。 

  ※ 「客引き行為等をした者」は、当該事業の従業員であるか、フリーの客引き

行為者であるかを問いません。 

    「当該行為に関係のある者」とは、客引き行為等をした者の雇用者、客引き

行為等をした者から客を引き受けた者、客引き行為等をした者に当該行為を委

託した者などです。 

 

 

 

 

 

 

また、事業者は、公共の場所における客引き行為等の禁止に関し、従業員に対

する指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。 

 

 (3) 立入調査権限の付与（指導時の権限強化） 

   現行条例では、指導に必要な限度において、客引き行為等

をした者及び当該行為に関係のある者に対し、質問その他の

当該行為を明らかにするために必要な行為をすることがで

きます。 

それに加えて、当該行為に関し、当該事業者の事務所、店

舗その他事業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その

他の物件を調査すること（以下「立入調査」という。）がで

きる権限を与えます。 

ただし、それらの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ないこととします。 

 

イ カラオケ店 

  個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせ

て歌唱を行わせる施設を提供して営む営業 

 

 ※ 個室を設けることなく、広いホールに 

  設置されたカラオケ装置で客に歌唱させ 

  るような営業は、該当しません。 

フリーの客引き行為者 委託事業者 



 (4) 罰則の強化 

   現行条例に規定している「勧告を受けた者が当該勧告に従わないとき」に加え、

指導時において次のいずれかに該当する者には、50,000円以下の過料に処するこ

ととします。 

ア 質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした者 

イ 立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者 

※ 「拒む」とは、立入調査を受け入れない、承諾しない、又は断ることをいい

ます。 

  「妨げる」とは、立入調査の進行を邪魔することをいいます。 

  「忌避する」とは、立入調査を嫌って、積極的に避けることをいいます。 

 

３ 条例改正スケジュール 

令和７年９月    条例の一部改正の骨子に対するパブリックコメント 

令和７年 12月    12月定例会議に条例改正案を上程 

令和８年１月～３月 改正条例周知期間 

令和８年４月    改正条例施行 


